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確定申告書等
作成コーナー

動画で見る
確定申告

国税庁LINE
公式アカウント

期
限
内
に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

所
得
税
・
町
県
民
税
（
住
民
税
）

の
申
告
は
、
町
県
民
税
だ
け
で
な

く
、
給
付
金
な
ど
の
各
種
手
当
や

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
な
ど

の
算
出
基
礎
と
な
り
ま
す
。
忘
れ

ず
に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
が
必
要
な
か
た

　

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
板

倉
町
に
住
ん
で
い
た
か
た
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

●
事
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当

な
ど
の
所
得
が
あ
る
か
た

●
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え

る
か
た

●
給
与
収
入
・
年
金
収
入
以
外
に

所
得
が
あ
る
か
た

●
令
和
６
年
中
に
退
職
し
て
、
年

末
調
整
を
し
て
い
な
い
か
た

●
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
、
19

〜
65
歳
で
、
無
収
入
の
か
た
（
町

内
在
住
者
の
扶
養
に
入
っ
て
い
る

場
合
は
除
き
ま
す
）

●
医
療
費
控
除
や
生
命
保
険
料
控

除
な
ど
を
申
告
し
て
、
所
得
税
の

還
付
を
受
け
た
い
か
た

町
で
の
申
告
が
不
要
な
か
た

●
税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
か
た
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
の

電
子
申
告
を
含
み
ま
す
）

●
収
入
が
給
与
の
み
で
年
末
調
整

が
済
ん
で
お
り
、
給
与
の
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
た
以
外
の
控
除

が
な
く
、
勤
務
先
が
給
与
支
払
報

告
書
を
町
へ
提
出
し
て
い
る
か
た

●
収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
、
年

金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
た

扶
養
・
社
会
保
険
料
以
外
の
控
除

が
な
い
か
た

申
告
に
必
要
な
も
の

①
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類

　

給
与
・
年
金
・
退
職
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票
、
農
業
・
営
業
な
ど

の
収
支
内
訳
書
、
報
酬
の
支
払
調

書
な
ど

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
カ
ー
ド

を
お
持
ち
で
な
い
か
た
は
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類
と
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
確
認
書
類
）

③
扶
養
し
て
い
る
か
た
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類

④
控
除
が
確
認
で
き
る
書
類

▼
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
の
社
会

保
険
料
の
支
払
証
明
書

▼
医
療
費
控
除
の
明
細
書（
明
細

書
に
は
、
領
収
書
１
枚
ご
と
で
は

な
く
、医
療
を
受
け
た
か
た
別
、さ

ら
に
病
院
ま
た
は
薬
局
別
に
記
載

し
て
く
だ
さ
い
）、必
要
事
項
が
記

載
さ
れ
た
医
療
費
の
お
知
ら
せ
、

高
額
療
養
費
な
ど
の
補
て
ん
金
が

分
か
る
も
の
な
ど

※
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５

年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の

控
除
証
明
書

▼
身
体
障
害
者
手
帳
・
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
な
ど

▼
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
金
の
受

領
証
な
ど

⑤
還
付
と
な
る
か
た
は
、申
告
者
本

人
の
預
貯
金
口
座
が
わ
か
る
も
の

⑥
確
定
申
告
を
す
る
か
た
の
み
、

利
用
者
識
別
番
号
が
分
か
る
も
の

（
番
号
が
記
載
さ
れ
た
税
務
署
か

ら
の
通
知
書
や
は
が
き
）

問
合
せ　

住
民
税
係

82

－

６
１
２
７

◆収入なし
 ◆非課税収入のみ
（遺族年金、障害年金、
失業給付金など）

◆主に年金収入

◆主に給与収入

◆事業所得（農業、営業など）
◆不動産所得
◆雑所得
◆一時所得
◆利子所得
◆配当所得
◆総合譲渡所得

・町内に住む親族の税法上の扶養になっている

・税法上、誰の扶養にもなっていない
・町外に住む親族の税法上の扶養になっている

・ 年金収入のみで１４８万円（65歳未満は98万円）

以下である

・ 年金収入のみで１４８万円（65歳未満は98万円）
超、４００万円以下で所得控除を受ける

・ 年金収入が４００万円以下で、他の所得（２０
万円以下）がある

・年金収入のみで４００万円を超える

・ 年金収入以外の所得が２０万円を超える
  （年金収入額に関係なく）

・年末調整が済んでいる  （１か所からの給与のみ）

・給与収入以外の所得が２０万円以下である

・年末調整の内容に変更がある
・医療費控除を受ける
・新規に住宅借入金等特別控除を受ける
・年末調整が済んでいない
・給与収入が２，０００万円を超える
・ 年末調整済の給与収入以外の給与収入と、そ
の他の所得の合計が２０万円を超える

・所得金額より控除が多い場合
  （所得税が課税されない）

・所得金額より控除が少ない場合
  （所得税が課税される）

令
和
６
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か

申告不要

住民税申告

確定申告

申告不要

住民税申告

住民税申告

確定申告

住民税申告

確定申告

確定申告

申告不要

住民税申告

◆譲渡所得（土地、建物など）
◆先物取引の雑所得
◆株式等の譲渡所得
◆上場株式などの配当所得
◆山林所得
※確定申告が不要な場合あり

い
い
え

い
い
え

はいはい

あなたに必要な申告を、フローチャートで確認してみましょう
・チャートにある年齢は、令和７年１月１日現在です

・ 納めすぎた所得税の還付を受ける場合は、フローチャートにかかわらず確定申告が必要です

２２ 1717 ３３ 1717月月 日日（月）（月）～～ 日日（月）（月）月月
（土・日、祝日は除く）（土・日、祝日は除く）

所得税・町県民税の申告相談を実施します所得税・町県民税の申告相談を実施します

税の申告税の申告

贈与税や消費税の相談は、
館林税務署へ。
問合せ　 ７２－４３７３

場　　所場　　所 役場３階大会議室　　　　　　　役場３階大会議室　　　　　　　

受付時間受付時間 午前９時～正午・午後１時～４時午前９時～正午・午後１時～４時
※整理券には限りがあるため、午後４時前に終了となる場合もあります。※整理券には限りがあるため、午後４時前に終了となる場合もあります。※整理券には限りがあるため、午後４時前に終了となる場合もあります。

＜上記の期間中でご都合の良い日にお越しください＞＜上記の期間中でご都合の良い日にお越しください＞

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、

板
倉
町
に
住
ん
で
い
た

スタート

板
倉
町
へ
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

令
和
７
年
１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
町
村
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い

・青色申告をする
・令和６年中に営業や農業､不動産事業を始めた

　確定申告は、e-Tax・スマホ申告が便利です。マイナンバーカードとスマートフォン
（マイナンバー読取対応）があれば、確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告を
行うことができます。
問合せ　e-Tax作成コーナーヘルプデスク　 ０５７０－０１－５９０１

　整理券は午前７時30分か
ら休日・時間外受付入り口で、
午前８時30分からは会場で
配布します。記載された時
間を目安に会場へお越しく
ださい。予定時間がずれる
ことがありますがご了承く
ださい。

申告相談は整理券
が必要です　　　

　館林税務署で申告する際は、入場整理券
の取得が必要です。
①当日に税務署で取得
②国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを通じた
　事前発行（10日前から２営業日前まで）

税務署で税務署で
確定申告確定申告
※役場では※役場では
申告相談で申告相談で
きません。きません。

税務署で
確定申告
※役場では
申告相談で
きません。


